
久留米市告示第３０８号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項の規定に

基づき、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までの期間における水道

事業の業務状況を公表します。 

    

令和６年５月３１日 

 

                    久留米市長 原口 新五 






